
「給与所得者異動届出書」の記入のしかた

退職・転勤などにより市民税・県民税の給与所得等に係る特別徴収をすることができなくなったときは、異動のあった月の翌月１０日までに「給与所得者異動届出書」に

必要事項を記入のうえ、米子市市民税課へ提出してください。

なお、給与支払報告書で特別徴収可能とした人が１月～５月の間（特別徴収開始前）に異動したときにも、必ず提出してください。

給与からすでに徴収した税額の合計を記入してください。 年税額から徴収済額を差し引いた額を記入してください。

給与所得者の個人番
号を記入してください。

未徴収の税額につい
て該当する番号を記入
してください。

新しい勤務先におい
て「特別徴収の継続」
を希望される場合には
記入してください。

◎1月１日から４月３０日

までの退職者に未徴収

税額がある場合には

必ず一括徴収してくだ

さい。

法人の場合は法人番号、
個人事業主の場合は個人
番号（右詰）を記入してくだ
さい。

１異動後、新しい勤務先で
　特別徴収される場合
２最後の給与又は退職金
　から未徴収税額を徴収
　する場合
３未徴収税額を納税義務
　者本人が直接納付する
　場合　


